
資料2

平成27年度分の賦課決定を行った例

【普通徴収】

起算日

５月１日

【特別徴収】

起算日

５月11日

【普通徴収】

時効成立日

４月３０日

4/1時点で資格を有する

普通徴収の方

【特別徴収】

時効成立日

５月１０日

4/1時点で資格を有する

特別徴収の方

4/1時点で資格がない方

【資格取得者】

起算日

資格取得日翌日

【資格取得者】

時効成立日

資格取得日翌日から２年

賦課変更の可能な期間の考え方

賦課変更の可能な期間の考え方

賦課変更の可能な期間の考え方

平成30年度

【時効成立】

【時効成立】

【時効成立】

※賦課期日時点から２年を経過しているため

平成27年度の賦課変更はできないが、「2年

度」経過と誤って認識していたため、平成27

年度を変更した賦課決定を行っていた。

時効後の平成27年度分

の遡及する所得更正※

時効後の平成27年度分

の遡及する所得更正※

時効後の平成27年度分

の遡及する所得更正※

【賦課段階種別】

平成28年度 平成29年度平成27年度


